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解説

解説

第１問

第２問

総務省消防庁が、平成２９年から令和元年までの３年間における失火を原因とした
住宅火災について、全国からの火災報告を基に設置効果を分析した結果、住宅用火
災警報器を設置している場合は、設置していない場合に比べ、死者数は約半減、損
害額は約４割減少しているとの分析結果が出ました。

住宅用火災警報器を設置することで、火災発生時の
死亡リスクや損失の拡大リスクが大幅に減少!!

平成１６年（２００４年）の消防法の改正により、住宅用火災警報器の設置が、新築

住宅については平成１８年（２００６年）６月から義務化され、既存住宅についても平

成２３年（２０１１年）６月から義務化（※）されました。

※ 豊川市では平成２０年（２００８年）６月から既存住宅についても義務化されまし

た。

消防法第９条の２

住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器の設

置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければなら

ない。



第３問

解説

豊川市において、住宅用火災警報器を設置しなければならない場所は、

① 寝室
② 階段（寝室が２階以上にある場合）
③ 台所

になります。

住宅用火災警報器の感知器には煙式と熱式があり、原則、煙感知器の設置が必要
です。しかし、台所について、湯気等が滞留しやすい場合は熱式の感知器の設置も可
となっています。

※ 豊川市は台所にも設置義務があります。

※



第４問

解説

第５問

解説

住宅用火災警報器には、火災を検知した警報器だけが警報を発する単独型と、火災

を検知した警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての警報器が火災信号を受け

警報を発する連動型があります。

総務省消防庁は、警報を家中にすばやくお知らせすることができる連動型を推奨して

います。

住宅用火災警報器の設置義務化から１０年以上が経過し、機器の故障や電池切れ等
で正常に作動しないケースが増えています。住宅用火災警報器は、古くなると電子部品
の劣化や電池切れ等で火災を感知しなくなることがあります。定期的に作動確認を行
い、いざ、火災が発生した際に作動しなかったということがないようにしましょう。また、
住宅用火災警報器の定期的な清掃を行い、ホコリ等による誤作動も防ぎましょう。

正常な場合

「ピーピーピー」、「ピーピーピー火事です」、

「正常です」等の警報音や音声が流れます。

画像引用元 一般財団法人 日本報知器工業会


